
　

平
成
19
年
田
原
市
成
人
式
を
開
催
し
ま

す
。
11
月
末
現
在
で
、
田
原
市
に
住
民
登

録
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
12
月
初
旬
に
案

内
状
を
お
送
り
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

　

成
人
式
に
は
、
田
原
市
出
身
で
市
外
に

住
所
の
あ
る
方
も
参
加
で
き
ま
す
。
希
望

さ
れ
る
方
は
、
12
月
15
日
（
金
）
ま
で
に

電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
昭
和
61
年
４
月
２
日
〜
昭
和
62

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方　

▼
日
時
＝
平

成
19
年
１
月
７
日
（
日
）
午
前
10
時
〜　

▼
場
所
＝
田
原
市
総
合
体
育
館

▼
生
涯
学
習
課
（
崋
山
会
館
内
）

5
23
局
３
５
３
１　

22
局
３
８
１
１

　

年
末
に
な
る
と
し
尿
く
み
取
り
の
依
頼

が
多
く
な
り
、
年
内
に
作
業
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
年
内
に
く
み
取
り
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
12
月
20
日
（
水
）
ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
計
画
収
集

地
区
は
除
き
ま
す
。）

▼
受
付
時
間
＝
月
〜
金
曜
日
の
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で　

▼
休
業
日
＝

12
月
29
日
（
金
）
〜
１
月
３
日
（
水
）

【
く
み
取
り
作
業
に
ご
協
力
を
！
】

・
便
槽
の
く
み
取
り
口
に
物
を
置
か
な
い

で
く
だ
さ
い

・
留
守
に
さ
れ
る
と
き
は
水
（
バ
ケ
ツ
２

杯
程
度
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い

・
転
居
、
転
出
ま
た
は
ト
イ
レ
の
廃
止
な

ど
を
予
定
さ
れ
る
方
は
、
早
め
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い

▼
清
掃
事
務
所

5
45
局
３
０
０
０　

45
局
３
５
３
７

　
「
地
区
計
画
」
と
は
、
地
域
の
生
活
に

結
び
つ
い
た
地
区
に
限
っ
た
建
築
な
ど
の

ル
ー
ル
を
き
め
細
か
く
定
め
、
よ
り
良
い

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
制
度
で
す
。

　

田
原
市
で
は
、
次
の
２
つ
の
計
画
地
区

に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
計
画
地
区
】

・
臨
海
田
原
１
区
地
区
（
三
河
港
田
原
公

共
埠
頭
背
後
地
）

・
田
原
浦
鬼
塚
内
陸
企
業
団
地
地
区

▼
日
時
＝
11
月
30
日
（
木
）
午
後
７
時
〜

▼
場
所
＝
童
浦
市
民
館
会
議
室
（
２
階
）

▼
街
づ
く
り
推
進
課

5
23
局
３
５
２
３　

23
局
０
１
８
０

　

食
品
衛
生
法
が
改
正
さ
れ
、
食
品
の
農

薬
残
留
に
か
か
わ
る
規
制
が
強
化
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
地
域
を
あ
げ
て
農

薬
の
飛
散
防
止
に
取
り
組
む
た
め
、「
黄

色
い
旗
運
動
」
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
こ
の

運
動
は
、
収
穫
間
近
の
作
物
の
あ
る
ほ
場

に
「
黄
色
い
旗
」
を
立
て
、
農
薬
飛
散
防

止
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。

農
家
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
の

方
も
「
黄
色
い
旗
」
が
設
置
さ
れ
た
ほ
場

周
辺
で
農
薬
を
散
布
す
る
場
合
は
、
飛
散

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
農
政
課

5
23
局
３
５
１
７　

22
局
３
８
１
７

　

愛
知
県
の
最
低
賃
金
が
時
間
額
６
９
４

円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
（
豊
橋
地
方
合

同
庁
舎
内
）

5（
０
５
３
２
）54
局
１
１
９
２

　

家
屋
に
か
か
る
税
金
に
は
、
固
定
資

産
税
と
都
市
計
画
税
が
あ
り
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
で
「
家
屋
課
税
台
帳
」
に
登
録

さ
れ
て
い
る
所
有
者
に
対
し
課
税
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て
も
届

け
出
が
な
い
場
合
に
は
、
取
り
壊
し
の
確

認
が
取
れ
ず
引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
年
内
に
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
法
務
局
で
滅

失
登
記
を
12
月
末
ま
で
に
行
う
方
は
、
届

け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

5
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

年
末
の
し
尿
く
み
取
り

　

申
し
込
み
は
お
早
め
に
！

田
原
市
成
人
式

黄
色
い
旗
運
動

　

農
薬
の
飛
散
防
止
に
ご
協
力
を
！

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
に
は

届
け
出
を
！

愛
知
県
最
低
賃
金

地
区
計
画
（
案
）
説
明
会

お詫びと訂正

　広報たはら10月号に誤り
がありました。お詫びして訂
正いたします。

●田原市地域職業相談室
 （ハローワーク豊橋・田原市）
を開設　ｐ17

正　☎24局0050
誤　☎24局0045
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